
1共同研究・受託研究・学術指導・受託研究員について

企業の研究者と東工大の教員とが行う研究の連携について、
制度としてご用意しているものです。以下に、各制度の違いを表で示します。
（なお、表中の「教員」は、東工大の教員を示します）。

研究課題
（指導内容)

教員の役割

知的財産
※1

経費

特別試験研究費
税額控除制度の
適用

間接経費

企業・教員双方が協議の
上、定めた課題

企業が想定し、教員が了
解した課題

企業内の課題
以下のいずれか
(1) 企業内の課題
(2) 教員が設定

課題に沿った研究を、
役割分担して行うことも、
同じ場所で一緒に研究を
進めることもある。※2

課題に沿った研究を行う アドバイス・指導※4
を行う

東工大における
研究活動を指導する

なし
受けたアドバイスを
自社課題に生かして
研究開発等を進める

受託研究員が、
教員の指導の下、研究課
題に沿って研究を行う

双方が作成する研究成果
（研究内容）の報告書

教員が作成する研究成果
（研究内容）の報告書

企業内の成果 研究員が得る
研究成果、技術、知見

発明者が誰なのかによっ
て権利所有機関を確定す
る。その取扱は、契約書で
定める。

発明者は東工大の研究者
のみで、東工大が権利を有
する（原則）。取扱は、契約書
で定める。

発明が生じた際に
協議する。

受託研究員の発明は、
企業の権利となる。

教員が当該共同研究を遂
行するために用いる経費
（直接経費）に間接経費を
上乗せした額を、企業が
負担する。
民間等共同研究員※2が
居る場合は、「研究料※3」
が上乗せとなる。

教員が当該受託研究を遂
行するために用いる経費
（直接経費）に間接経費を
上乗せした額を、企業が
負担する。

教員が指導のために割く
時間相当分※5を指導料
として、企業に納付いただ
く。契約時に指導期間と指
導回数（時間数）を決める。
教員が、指導のために企
業に出向く際の交通費は、
企業が別途、負担する。

受託研究員の指導料と
して「研究料※3」を企業
が負担する。

あり あり なし なし

研究料の内の23％
直接経費の30％
（概ね総額の内の23％）

直接経費の30％
（概ね総額の内の23％） 指導料の内の23%

共同研究 受託研究 学術指導 受託研究員

企業の研究者
の役割

得られるもの

※１知的財産：
いずれの制度でも、発明者の所属機関が権利を有する。
（東工大では、発明者が権利を譲渡する手続きが必要 → P.12で詳細を説明）
その後の取扱を契約書に記載しておく、または、その都度協議する。

※２民間等共同研究員（研究実施場所）：
企業の研究者が東工大内で研究を行うこともできる。
その際の学内身分は「民間等共同研究員」である。

※３研究料：
研究料は、 民間等共同研究員または受託研究員1名につき、
月額71,500円（税込）に受け入れ期間に応じた月数を乗じた額である。
 (例)2021.4.16～2021.6.15は2か月分143,000円　各研究員の受け入れ
時期・受け入れ期間は、受け入れ教員の承諾の上、任意に決められる。

※４アドバイス・指導の内容：
企業内の課題に対するアドバイスの一環として、教員が有する装置（自
作などで、他には無い装置）での測定を行うことも含む。
単純な測定依頼の受託や、装置の貸し出しではない。
教員が企業研究者を対象に講義・講演を行うことも、学術指導制度とし
て出来る。

※５指導の時間：
教員の時間は、アドバイスのために必要な資料作成、電話、メール作成
等の時間を含む。
時間単価は、東工大と企業との協議で決定する。

本件に関するお問い合わせ

産学連携課　産学連携第1、第2契約グループ

E-MAIL： san.kyo@jim.titech.ac.jp

TEL：03-5734-3807
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共同研究・受託研究・学術指導・受託研究員の契約の流れ

「こんな研究を一緒に行ってくれる教員は居るか。」 「東工大の教員の研究分野を知りたい。」
「どの制度が合っているか。」など、

何でも、お気軽に、産学連携担当者にお問い合わせください。

各書類は、本学様式でお願いします。
受託研究員では、東工大で受け入れる研究者の履歴書も必要です

契約書のポイントは、秘密保持に関する条項と、
知的財産の取扱（→P.11で解説します）に関する条項です。
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共同研究・受託研究・学術指導を行う教員、
受託研究員を受け入れる教員を探す。

担当する教員が決まったら
企業担当者と当該教員が面談・協議し、以下の事項を決定する。

企業が、上記内容などを記載した事前調査シート又は申込書を、
東工大 研究・産学連携本部に送付する。 

契約書締結

東工大が、企業に研究経費（または、指導料、研究料）の請求書を送付　
企業が支払い（振込）

共同研究・受託研究の場合
東工大 研究・産学連携本部が、契約書（本学案）を
企業に提示し、契約内容について、双方で協議する。

（学術指導の場合は、学術指導申込書兼受諾書）（受託研究員の場合は、研究員委託願書）

（学術指導は、受諾書の送付）（受託研究員の場合は、受け入れ通知書の送付）

研究・指導の開始　研究員受け入れ開始

共同研究・受託研究・学術指導の場合

● 研究題目・目的・内容（もしくは、指導題目・指導内容）　
● 研究期間（もしくは、指導期間） ※開始日・終了日は自由に設定できます。年度の縛りはありません。
● 民間等共同研究員の有無（共同研究の場合のみ） ※企業の研究者が東工大で研究を行うか
● 研究経費（もしくは、指導料）

受託研究員の場合

● 研究題目・研究員受入れ期間 ※開始日・終了日は自由に設定できます。年度の縛りはありません。


